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年
金
記
録
相
談
の

特
別
強
化
体
制

社
会
保
険
事
務
所
で
は
、
被
保

険
者
な
ど
の
皆
さ
ん
の
年
金
記
録

に
対
す
る
不
安
や
疑
問
に
積
極
的

に
答
え
る
た
め
、
１２
月
末
ま
で
の

間
、
年
金
記
録
相
談
の
特
別
強
化

体
制
を
と
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
年
金
相
談
の
一
環
と
し

て
年
金
記
録
に
関
す
る
ご
相
談
に

も
対
応
し
て
い
ま
す
が
、
本
人
か

ら
申
立
て
の
あ
っ
た
期
間
と
年
金

記
録
が
一
致
し
な
い
な
ど
、
調
査

が
必
要
な
場
合
に
は
、
専
用
の
年

金
記
録
相
談
窓
口
を
設
置
し
対
応

を
行
っ
て
い
ま
す
。

社
会
保
険
事
務
所
へ
の
来
訪
に

よ
る
相
談
の
際
に
は
、
年
金
手
帳

（
複
数
所
持
し
て
い
る
場
合
は
す

べ
て
）、「
※

照
会
申
出
書
」（
手
元

に
準
備
で
き
る
場
合
）、
年
金
加
入

記
録
が
違
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る

期
間
の
状
況
が
分
か
る
資
料
を
ご

持
参
く
だ
さ
い
。
年
金
手
帳
が
見

つ
か
ら
な
い
場
合
に
は
、
本
人
で

あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
も
の
（
運

転
免
許
証
、
保
険
証
な
ど
）
の
ほ

か
、
社
会
保
険
事
務
所
や
社
会
保

険
業
務
セ
ン
タ
ー
か
ら
最
近
お
送

り
し
た
書
類
が
あ
れ
ば
一
緒
に
お

持
ち
く
だ
さ
い
。

各
社
会
保
険
事
務
所
で
の
受
付

時
間
は
、
８
時
３０
分
か
ら
１７
時
１５

分
ま
で
で
す
。

ま
た
、
毎
月
第
２
土
曜
日
も
開

庁
し
て
年
金
相
談
に
応
じ
て
い
ま

す
の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
「
照
会
申
出
書
」
は
、
ね
ん

き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
（
０
５
７
０
―
０
５

―
１
１
６
５
）
に
お
申
込
み
い
た

だ
く
か
、
松
前
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
社
会
保
険
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
へ
移
動
し
て
利
用
で
き
ま
す
。
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年
末
調
整
は

重
要
な
手
続
き
で
す

年
末
調
整
と
は
？

年
末
調
整
と
は
、
そ
の
年
最
後

の
給
料
や
ボ
ー
ナ
ス
が
支
払
わ
れ

る
と
き
に
、
そ
れ
ま
で
に
給
与
な

ど
か
ら
源
泉
徴
収
さ
れ
た
所
得
税

の
合
計
額
と
、
そ
の
年
中
の
給
与

の
支
給
総
額
に
つ
い
て
納
付
す
べ

き
税
額
（
年
税
額
）
と
を
比
較
し

て
過
不
足
額
の
精
算
を
行
う
こ
と

を
い
い
ま
す
。

こ
の
年
末
調
整
は
、
勤
務
先
で

給
与
所
得
者
ご
と
に
行
わ
れ
ま
す
。

給
与
所
得
以
外
に
他
に
所
得
の
な

い
大
部
分
の
給
与
所
得
者
に
と
っ

て
確
定
申
告
に
代
わ
る
役
目
を
果

た
す
重
要
な
手
続
き
で
す
。

年
末
調
整
の
対
象
と
な
る
方

年
末
調
整
は
、
原
則
と
し
て
勤

務
先
に
「
給
与
所
得
者
の
扶
養
控

除
等
申
告
書
」
を
提
出
し
て
い
る

方
で
主
に
次
に
該
当
す
る
方
が
対

象
と
な
り
ま
す
。

・

１
年
を
通
じ
て
勤
務
し
て
い

る
方

・

年
の
中
途
で
就
職
し
、
年
末

ま
で
勤
務
し
て
い
る
方

・

年
の
中
途
で
死
亡
に
よ
り
退

職
し
た
方

年
末
調
整
の
対
象
と
な
ら
な
い
方

年
末
調
整
は
、
主
に
次
に
該
当

す
る
方
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

・

本
年
中
の
主
た
る
給
与
の
収

入
金
額
が
２
�０
０
０
万
円
を
超

え
る
方

・

２
か
所
以
上
か
ら
給
与
を
受

け
て
い
る
方
で
、
他
の
勤
務
先

に
「
給
与
所
得
者
の
扶
養
控
除

等
申
告
書
」
を
提
出
し
て
い
る

方
・

年
末
調
査
を
行
う
と
き
ま
で

に
「
給
与
所
得
者
の
扶
養
控
除

等
申
告
書
」
を
提
出
し
て
い
な

い
方

こ
の
よ
う
な
方
は
、
自
分
で
確

定
申
告
を
し
て
税
額
を
精
算
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

年
末
調
整
に
必
要
な
も
の

年
末
調
整
で
各
種
の
控
除
額
の

精
算
を
行
う
に
は
、
次
の
各
種
申

告
書
な
ど
を
勤
務
先
に
提
出
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

・

給
与
所
得
者
の
扶
養
控
除
等

申
告
書

こ
の
申
告
書
は
、
扶
養
親
族

な
ど
が
い
な
い
場
合
に
も
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

・

給
与
所
得
者
の
配
偶
者
特
別

控
除
申
告
書

こ
の
申
告
書
は
、
本
人
が
生

計
を
一
に
す
る
配
偶
者
（
所
得

金
額
が
一
定
の
範
囲
の
配
偶
者

に
限
り
ま
す
）
を
有
す
る
場
合

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

・

給
与
所
得
者
の
保
険
料
控
除

申
告
書

こ
の
申
告
書
は
、
国
民
健
康

保
険
や
国
民
年
金
の
保
険
料
な

ど
の
社
会
保
険
料
、
小
規
模
企

業
共
済
等
掛
金
、
生
命
保
険
料
、

損
害
保
険
料
を
本
人
が
支
払
っ

た
場
合
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

・

給
与
所
得
者
の
住
宅
借
入
金

等
特
別
控
除
申
告
書

こ
の
申
告
書
は
税
務
署
長
が

発
行
し
た
「
年
末
調
整
の
た
め

の
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
証

明
書
」
な
ど
を
添
付
し
て
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

松
山
税
務
署
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◆
年
金

◆
税
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